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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本パレット協会（JPA）及び

一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 Z 0609：2017 
 

容器包装リサイクル材を用いた 

プラスチック製平パレット 

Plastic flat pallets using recycled containers and packing 

 

1 適用範囲 

この規格は，原料として容器包装リサイクル材を 1 枚の全質量当たり 80 %以上用いた繰り返し使用する

プラスチック製平パレット（以下，パレットという。）について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Z 0106 パレット用語 

JIS Z 0602 平パレット試験方法 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS Z 0106 によるほか，次による。 

3.1 

容器包装リサイクル材 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下，容器包装リサイクル法という。）の

対象となる容器包装のうち，回収されリサイクル材として用いる，ポリエチレン及びポリプロピレンを主

成分とするプラスチック材料。 

注記 容器包装リサイクル法において，プラスチック製容器包装の再商品化を行う事業者が備えるべ

き施設又は管理すべき品質項目を，公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が提示する“プ

ラスチック製容器包装再生処理ガイドライン”で定めている。 

ここでの“容器包装リサイクル材”は，これらの品質基準を満足するリサイクル材を指す。 


